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我が国の公共交通は，首都圏を筆頭にして世界的にも恵まれた交通市場を有することから，独立採算

制・民間企業を主体とした運営がなされており，不採算交通のサービス水準に国民的合意が存在するわけ

ではなかった．一方，少子高齢化の進展により，地域の「看取り」が始まった．本研究では，島根県浜田

市弥栄自治区におけるフィールドワークから，交通サービス水準の２層化を提案する．そして，客観的に

公的投資による保障が必要なサービス水準が存在し，それは医療により規定されることを明らかにした． 
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1. はじめに 
 
例えば，島根県浜田市では，運転免許保有率の高まり

から，公共交通の主な利用者である運転免許を持たない

高齢者数は，10年後の 2028年には 4,600人となり，2018
年時点の 9,180 人と比較してほぼ半減することが予測さ

れている注 1)．このように，不採算公共交通は今後更に

拡大し，一層収支悪化することが見込まれる． 
 一方，表-1 に示すとおり，先進諸国の中での我が国の

公共旅客輸送に対する公的投資額は桁を異にするほどに

少ない． 
 
表-1 各国の公共旅客輸送に対する公的投資額の比較 
 

 
  
そうした中，齋藤（2010）は京都府下の中山間地域の

農業集落のうち，2030年には 53集落（全集落中 5.6％）

が消滅の危機に瀕すると予測する 1)など，いわゆる過疎

地域の「看取り」が今後本格化していく．このような過

疎地域において，ますます厳しさを増す不採算交通が，

住民の生活・生命を保障するためには，このままの在り

方でよいのか，問題が生じるとすれば，何が求められる

のかを検討する． 
 
 
2. 現状認識に基づく研究目的の設定 
 
(1) 現状及び課題認識 
 前述のとおり，先進諸国における我が国の公共旅客輸

送に対する公的投資額は少ない．この理由として，斎藤

（2019）は世界の先進圏と異なり，首都圏を筆頭にして

世界的にも恵まれた交通市場を有することから，独立採

算制・民間企業を主体とした運営がなされており，「日

本の交通政策にはPSOの理念や仕組みが存在しない」こ

とを挙げる．ここで，PSOとは公共サービス義務であり，

「商業的供給は困難だが，そのサービスの存在（利用可

能であること）が社会的に望ましいとされる場合，公的

資金の投入により当該サービスの提供を確保するための

公共政策を表す概念である」としている 2)．国・自治体

国 公共旅客輸送への公的投資額

日本 約914億円 （令和２年度地域公共交通確保維持改善事業予算額

＋平成30年度地域交通の確保に関する特別交付税交付額）

フランス 約6,253億円（2011年における交通税＋自治体負担、首都県以外の都市県は含まず）

ドイツ 約9,100億円（2010年以降の連邦補助金平均額）

アメリカ 約４兆1,130億円（2012年における連邦・地方政府補助金合計額）
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が，事業者との契約で交通サービスを提供するPSOを課

し，同時に公的資金の提供を行う 3)ことで，欧米等の先

進諸国においては，確保すべきサービス水準を明確化し

た上で，不採算交通を公的資金により支えているといえ

る． 
 本邦においても，PSOのような理念や仕組みを導入す

ることが望ましいという議論が前出の斎藤（2019）や宇

都宮（2020）においてなされている．しかし，板谷

（2021）が述べるように，「公共交通の赤字が不可避で

あるという特性に対して，財源を確保したうえでの補助

制度を確立することが必要であるが，日本ではまだその

状況には達していない」4)との現状認識が妥当であろう． 
 ところで，諸外国における規制緩和の流れを踏まえ，

1997年には「規制緩和推進計画について」に係る閣議決

定がなされ，ここで運輸部門における需給調整規制の基

本的廃止を図ることがうたわれた．これを受け，2000年
以降，道路運送法の改正により乗合バス市場への参入が

免許制から許可制へ，退出が許可制から事前届出制にな

るなど，需給調整規制が相次いで撤廃されることとなっ

た． 
 一方，当時の運輸政策審議会自動車交通部会の乗合バ

スに関する答申には，生活交通（「地域における真に住

民の日常生活に必要不可欠な交通」）について，「地方

公共団体は地域の生活の足の確保や地域のまちづくりの

観点から，国はナショナルミニマムの観点からそれぞれ

責任を有するものであり」，「生活交通として確保すべ

きものに必要な費用を補填する運行委託的な補助を行う

よう制度を見直すことが適当」であるとの言及がある．

また，当該答申の中で，生活交通維持・確保方策を協

議・調整する場である地域協議会の役割として，「確保

すべき生活交通のサービス水準の検討」，「生活交通の

確保手段の検討」が示されている 5)．また，運輸部門に

おける需給調整規制の撤廃が始まった直後の 2001 年度

からは，地方バス路線の運行維持に対する特別交付税額

の算定率が一部で引き上げられた 6)．このように，当時

の動きは，競争の促進により効率的な資源配分を目指し

ながらも，その弊害に対してはPSO的な理念や仕組みを

もって，公的資金の投入も考慮に入れていたことがうか

がえる．しかし，近年の地域公共交通政策において，後

者の方向性への言及は影を潜め，2020年における地域公

共交通活性化再生法の改正趣旨に「サービスが不足する

過疎地などの地域については，スクールバスや福祉車両

等の地域の輸送資源を総動員して移動ニーズに対応する」

とあるように，まず不採算地域において確保すべきサー

ビス水準を検討した上で公的負担のあり方を考えるとい

うよりも，現在生じつつある課題に対処するために，ボ

ランティア等の活用により現状の交通システムに即した

公的負担の合理化を進めることが政策上の主たる関心事

となっているように思われる 7)． 
 このような状況においてPSOの理念や仕組みの有用性

を検討するには，まずは確保すべき交通サービス水準の

うち，明らかに客観的に必要と考えられる水準を決定す

る要素を明確化するとともに，そのような水準を定め，

公的資金で支えなければ今後不都合が生じうることが，

具体的に現場の実情に即して示される必要がある． 
前者に関する既往研究には，谷本・森山（2009），田

邉（2005-a），福田（2005-b），田邉（2005-c）等がある．

谷本・森山（2009）はアクセシビリティとその主観的な

評価に基づき，認知的な適応の限界となるアクセシビリ

ティがミニマム水準であるとしてその試行的な導出を行

ったが，客観的で明らかな指標とはいいがたく，また更

なる検討を要する 8)．田邉（2005-a）はコンジョイント

分析を用いた導出方法を提案しているが，同様である 9)．

福田（2005-b）は青森県津軽地方における，１日５往復

のバス運行の際に発生する欠損額を沿線自治体が負担す

る「シビルミニマム路線維持制度」の例注 2)から，「移

動制約者を中心とする利用者の日常生活に支障を生じな

いようにするためには，この程度の運行回数が必要であ

る」と指摘しているが，その根拠は明らかではない 10)．

田邉（2005-c）は過疎地域におけるアンケート調査から

生活実態を分析し，ナショナルミニマムの交通サービス

が一次医療へのアクセスであることを明らかにした 11)．

これは，後述する本研究の結果の一部を支持するもので

あるが，上記結論は，アンケート調査結果の一解釈にと

どまり，本研究による更なる検討が必要である．また，

後者における既往研究は，管見の限り見受けられない． 
 
(2) 研究目的 
 本研究では，厳しさを増す不採算公共交通において，

我が国においてもPSOの理念や仕組みを踏まえ，不採算

でも確保すべき最低限の交通サービス水準を設定し，公

的資金を投じることが必要となるかどうか，という問い

を立て，その問いに答えるために，次の３つの目的を設

定した． 
 すなわち，過疎地域をフィールドとする調査を通じて， 
１．住民が生きていく上で最低限必要な公共交通を明ら

かにすること。 
２．本当に現状維持では立ちゆかなくなるのか、他の手

段で代替できないのかを明らかにすること。 
３．不採算公共交通を最低限「どこまで守るか」を決定

する要素を明らかにすること。 
 
  
3. 調査対象地域と研究の構成 
 
(1) 調査対象地域の概要 
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 調査対象地域として，島根県浜田市弥栄町を選定した．

その理由は，2020 年６月末時点での人口が 1,224 人であ

り，高齢化率が 50％と，典型的な過疎地域であること，

また中心部と郊外部が明確に分かれ，交通行動の把握が

容易であるためである． 
浜田市弥栄町における人口は，安城地区，杵束地区と

いう２つの地区の中心の地域に集中しており，主要な施

設も両地区に集中して存在している一方，高齢化率の高

い集落は郊外に点在している．安城地区の長安本郷を中

心とした地域には，浜田市弥栄支所（旧弥栄村役場），

農協，小学校，そして弥栄町においては唯一となる小さ

なスーパーマーケットが，また杵束地区の木都賀を中心

とした地域には診療所や中学校が立地している．両地区

同士は５キロほど離れている．町内には大型商業施設や

病院，高等学校は存在しない．そのため大型商業施設や

総合病院を利用する場合は 20 キロほど離れた浜田市街

地に出る必要がある． 
域内外の交通の大部分は専ら自家用車に依存している

が，町内を走るバス路線も２路線存在している．一つは，

石見交通の弥栄線であり安城地区の弥栄支所前から杵束

地区の中心部である木都賀を経由して浜田市中心部の浜

田駅を結んでいる．便数は一日５往復である．浜田駅ま

での所要時間は約 1時間である．運賃は対キロ区間制で，

弥栄支所から 1,180円，木都賀からは 1,020円である．運

転経歴証明書を見せると半額となる割引制度が存在する．

もう一つは浜田市生活路線バス弥栄野原線である．弥栄

支所前を出ると県道を走行し最短に浜田市街地方面に向

かう．途中県道沿いにある郊外部集落の小坂を経由する．

続いて，郊外部集落である山賀，畑の入口を称するバス

停を経由するが，いずれも集落へは相当の距離がある．

当該路線はその後，浜田市長見町，野原町を通り県立大

学に至る．一日４往復運転されており，終点の県立大学

では浜田駅行きの石見交通の路線バスに連絡している．

廃止代替バスであり，運賃は地域内 200円，地域をまた

ぐ場合は 400円と，比較的安価となっている．また，僻

地に点在する各集落には中心部にある診療所やスーパー

を結ぶデマンド運行の乗合タクシー「やうね号」が週１

回程度運転されている．当該乗合タクシーと上記バスと

の接続はない． 
これらの公共交通機関やタクシー等には市が売価

1,500円で販売する 3,000円綴りの敬老福祉乗車券が使用

できる．なお，町内を走る鉄道路線は存在しない．  
 

(2) 研究の流れ 
文献調査，調査対象地域におけるフィールドワークよ

り，以下の分析を順に行った． 
 分析１．生存に不可欠な，公共交通が担う活動

機会の特定 

 分析２．今後不採算交通を通じて住民の生活に

もたらされる困難の仮説化と実証 
 分析３．不採算公共交通を最低限「どこまで守

るか」を決定する要因の特定 
 
 

4. 生存に不可欠な，公共交通が担う活動機会の

特定（分析１） 
 
(1) 公共交通が担う活動機会の整理 
菊池・岸野（2008）は，青森県平川市における循環バ

スサービスのサービス水準切り下げに当たって，住民主

体の検討を実施した．この際，減便が通院や買い物とい

う日常生活に及ぼす声を踏まえ，「通院や買い物，通勤，

通学」を確保すべき活動機会として想定した 12)．また，

国際交通安全学会（2010）は，「通学，買い物，通院の

機会を確保すべき対象とすることが現実的」であるとし，

「通勤や文化・社交的活動などの他のどの活動を対象と

するか」については別途検討が必要であるとしている 13)．

竹内（2011）は「生きるために不可欠な通勤・通学，生

活財・サービスの獲得活動，生命や健康維持のための通

院」を支える交通を必需的生活交通，「より良い生活を

享受する上で必要な社会参加，社交，レジャー等」のそ

れを選択的生活交通であるとした 14)．谷本（2011）は

「通院，買い物が公共交通による保障の対象となってい

る」と述べ，「両者は人々が生存するために必要な基本

的な活動であり，健康的な最低限度の生活を営む上で欠

かせない」としている 15)．冨山（2021）は「地域バスが

担う最も大切な役割は･･･公共財の観点からは･･･高齢者

医療としての病院通いと学生の通学の足である」と述べ

ている 16)． 
その他に，前述のとおり，田邉（2005-c）は過疎地域

におけるアンケート調査から生活実態を分析し，ナショ

ナルミニマムとしての交通サービスが担う活動機会が通

院であることを明らかにした 11)．佐々木（2017）は，ア

クセシビリティの中でも，特に診療所・病院へのアクセ

スの悪さが主観的健康や外出頻度に悪影響をもたらすこ

とを示している 17)． 
以上のような既往文献から，公共交通によってもたら

される活動機会を改めて整理すると，次の表-2 のように

なる． 
 

表-2 公共交通によってもたらされる活動機会の整理 
 

 

活動機会 地域公共交通における確保の必要性

通学、買い物、通院 現実的に確保すべき対象

文化・社交的活動等 確保するか、しないかは地域で協議
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(2) 調査対象地域における実態 
 
a) 調査概要 
  上記整理を調査対象地域の実態に照らして裏付ける

ため，2021 年８月 24 日に，構造化インタビュー及び参

与観察を実施した．構造化インタビューでは，デマンド

タクシー「やうね号」利用者（いずれも高齢者女性で，

４名乗車）全員に対し，次の質問を行った．  
 質問１）生活を可能とする上で最低限必要な行き先は． 
 質問２）他に行きたいところはあるか． 
 また，参与観察は，上記デマンドタクシー「やうね号」

に同乗し，これを利用した診療・買い物行動を対象とし

て実施した． 
 
b) 調査結果 
 構造化インタビューでは，いずれのインタビュイーも，

質問１に対しては「買い物，通院」と回答し，質問２に

対しては「他になし」と回答しており，上記整理を裏付

ける結果となった． 
 一方，参与観察では，買い物行動時に隣接する ATM
で預金引き出しが行われているのを確認した．これは，

買い物に加え，診療所での料金支払いに現金を要するた

めであることが分かった．このことから，預金引き出し

も，確保すべき活動機会として考えられるべきであるこ

とが明らかとなった． 
 
(3) 最低限保障すべき活動機会 
 上述の整理及び調査を踏まえて，交通を次の２種類に

分けて考えることができる．すなわち，住民の生活を可

能とする上で最低限の交通である，通学，買い物，預金

引き出し，通院を目的とする交通であり，「セーフティ

ネットとしての交通」と呼びうるものと，生活の楽しみ

等を実現する，娯楽・文化・社交的活動（娯楽としての

買い物行動はここに含まれる）を目的とするそれであり，

「QOL の維持向上のための交通」というべきものであ

る． 
 前者は，ニードに客観性があり，公的投資の最低水準

を構成する交通種であるといえる． 
 
5. 今後不採算交通を通じて住民の生活にもたら

される困難の仮説化と実証（分析２） 
 
(1) 調査概要 
調査は，2021年８月 23～26日と９月 15～17日の２期

間にわたり，半構造化自由回答法によるインタビューに

よって実施された．インタビュイーは，以下の図-1 に示

すとおり，弥栄自治区及びその隣接地区における不採算

交通の行政担当者，利用者，地域づくり関係者，その他

広く地域住民に関わる者から選定した． 
 

 

図-1 分析２におけるインタビュイー一覧 
 

(2) 仮説の生成 
a) インタビューの方法とそのデータ化 
 以下の図-2 に示すとおり，半構造化インタビューを行

い，その回答をデータ化した． 
 

 
図-2 インタビューの方法とデータ化 

 
b) 抽出結果の分類化 
 以下の図-3 に示すとおり，抽出した概念を KJ 法によ

り分類化した． 
 

 
図-3 抽出結果の分類化 

 
c) 生成された仮説 ～現状維持で問題は生じるか，他の

手段で代替できないか～ 
 抽出結果の分類化の結果，今後不採算交通利用者が

 波佐自治会長

 波佐地区民生委員

 浜田市地域活動支援課公共交通大学支援係

 浜田保健所長

 弥栄診療所長

（令和３年９月15～17日）

 弥栄診療所スタッフ・ケアマネージャー

 寿光園施設長

 浜田市弥栄支所保健師

 弥栄自治区民生委員

 弥栄の未来創造会議事務局長

■インタビュイー一覧

（令和３年８月23～26日）

 浜田市弥栄支所防災自治課

 （有）弥栄総合企画デマンドタクシー

「やうね号」運転手

 デマンドタクシー「やうね号」利用者

 弥栄福祉会ケアマネージャー

 波佐診療所長

 小国自治会長

 浜田市金城支所防災自治課

 波佐地区住民（交通弱者）

 小国地区住民（交通弱者）

年月日 インタビュイー カテゴリー コンセプト 内容
メ
モ

R3/8/23
デマンドタクシー

運転手
③原因

消滅寸前集落
の増加

例えば今年は５人亡くなって、１人も子
供が生まれない。そんなふうにして、も
うあと数軒しか人の住んでいないような
集落が増えています。

インタビュイーの回答基にしたインタビュー 抽出した概念

以下の質問を軸に、回答に応じて派生的質問により掘り下げ
（質問）今後不採算交通利用者が「通学、買い物、預金引き出し、通院」で

困ることがあれば、 ①誰が、②どこで困り、③原因は何か。
④他の手段でカバーできないか？

カテゴリー
①誰が, ②どこで, ③原因, ④他の手段

コンセプト
回答内容の要約（１データにつき１つ）

年月日 インタビュイー カテゴリー コンセプト 内容
メ
モ

R3/8/23
デマンドタクシー

運転手
④原因

消滅寸前集落
の増加

例えば今年は５人亡くなって、１人も子
供が生まれない。そんなふうにして、も
うあと数軒しか人の住んでいないような
集落が増えています。

担い手不足 消滅寸前集落の増加住民意見の錯綜

事業ロットの不足

交通事業者の撤退 自然減の加速
路線の廃止

・・・・

ポスト・イットへの書き出し

KJ法により分類化
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「通学、買い物、預金引き出し、通院」で困ることがあ

れば、 ①誰が、②どこで困り、③原因は何か，という

ことについて，以下の図-4のとおり仮説が生成された． 
 

 
図-4 生成された仮説 

 
 また，他の手段で代替できないか，ということについ

て，以下の仮説が生成された． 
 施設の移動支援，無償ボランティアタクシー，近

隣住民による送迎，子供等縁者による送迎等より，

「交通支援を受ける」 
 移動販売，ネット通販，訪問診療等により，「向

こうから移動してもらう」 
 電動四輪，電動自転車等により，「自力で移動す

る」 
 自宅外で子供等縁者との同居、老人福祉施設への

入居、医療機関への入院等により，「移住する」 
 
(3) 仮説の実証 
a) 調査概要 
 前出のインタビュー内で並行し仮説を概成し，実証の

ための追加質問及びデータ収集を実施した． 
b) 調査結果 
 「誰が困るのか」ということについては，行政事務所

掌，保健福祉施設・病院等の機能・実態等から，図-5 の

とおり，保健福祉政策等ではカバーできない交通弱者が

存在することが明らかとなった． 
 

 
図-5 交通弱者の整理 

 
 その他の交通弱者が，まさにその交通弱者のみをター

ゲットとした専門行政領域において手厚い支援を受けら

れるのとは異なり，図の赤枠内に示される交通弱者は，

企画振興政策として，防災自治課（総務課）が担う地域

公共交通によってのみセーフティネットとしての交通が

保障されている．本来的に，担当課の担う行政事務や地

域公共交通の対象は当該交通弱者のみにとどまらず，し

かしこれによって当該交通弱者の生活が支えられている

という状況がある．  
 「どこで困るのか」に関しては，「消滅寸前集落」

（過疎地域郊外部），「境界地域」（非中心部かつ幹線

路線沿線）という取り残される２種の辺縁地域が存在す

ることが明らかとなった．そのそれぞれについて，「そ

こでなぜ困るのか」も併せて詳述する． 
 まず，前者について，橋詰（2004）18)や斎藤（2010）1)

は農家４戸以下では集落機能が維持できないとして，集

落機能の消滅を考えている．これを踏まえ，世帯数が

10 未満で，高齢化率が 80％以上の集落を「消滅寸前集

落」として定義した．2021年６月時点での「弥栄地区児

童民生委員担当地区状況」に基づき上記基準を適用する

と，弥栄自治区においては２６集落中６集落（約 23％）

が該当することが分かった．図-6 で示すとおり，そのい

ずれもが地区境界となる郊外部に位置している． 
 

 
図-6 弥栄自治区における消滅寸前集落 

 高齢者

 （制度上の）健常者

 運転免許なし（免許返納を含む）

 他者からの支援不十分
（支援を受ける意志なしを含む）

消滅寸前集落
（過疎地域郊外部）

境界地域
（都市郊外、地方都市）

主体的な
取組困難

上位目標の不在

②どこで

①誰が

③なぜ

福祉政策等でカバーできない
交通弱者

取り残される辺縁地域

交通事業者
の撤退

交通弱者の種別 主な生活の拠点 交通手段

園児・児童・生徒（除・高校生） 自宅 自家用車
スクールバス

高校生 寮 徒歩

高
齢
者

健
常
者
（
制
度
上
）

運転免許なし（免許返納を含む）

かつ

他者からの支援不十分
（支援を受ける意志なしを含む）

自宅 地域公共交通

障害者、要支援・介護認定者、
総合事業対象者

老人福祉施設
医療機関
子供等縁者居宅
等

介護タクシー

施設等による
移動支援・送迎
子供等縁者に
よる交通支援

主に文教
政策

主に企画

振興政策
(地域公共交通)

支所防災自治課

主に保健
福祉政策
支所市民福祉課

地域公共交通が支える交通弱者

消滅寸前集落を着色
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 さて，これらの地域にあっては，補助金，内部補助等

によっても事業者の採算は見込めない．この場合，自治

体等が車両を購入し，ドライバーに運送委託する自家用

有償旅客運送が行われる．そのドライバーとなるのは，

域内又は近隣の交通事業者か，ボランティアである． 
 このスキームが持続可能なものであるか，追加インタ

ビュー等により確認した．現状では，ドライバーは域内

の交通事業者が担っている．しかし，事業者は１者のみ

であり，午前中に終わる程度の仕事量しかない．そのた

めに，年金受給者でないと生活困難な程度に給与が低い

状況である．こうした実情を反映して，３人中２人のド

ライバーは年金を受給する高齢ドライバーとなっている．

近い将来，当該高齢ドライバーの退職が想定されるが，

2017 年時点での「自動車運転」職種の有効求人倍率は

2.72と，全職種平均である 1.35の２倍以上となっている．

待遇面の状況を鑑みても，新たにドライバーを補充する

のは困難なことが容易に予想され，将来的に廃業するな

どしてドライバーを担えなくなることが危惧される． 
 また，ボランティアの担い手が見込めるかについて，

追加インタビュー等により確認した．地区民生委員は，

地域のための活動にやりがいを感じており，ドライバー

として有望である．しかし，消滅寸前集落においては，

民生委員であっても特になり手がいないのが実情とのこ

とであった．また，当該集落においては集落内世帯間移

動に 10～15 分を要するなど，日々の活動の負担は大き

く，それはドライバーであっても同様である．同様に，

ドライバーを輩出しうると考えられる自治会の現状であ

るが，消滅寸前集落の自治会は輪番制で形骸化しており，

地域の声が届かず，伝わりにくい状況であるということ

であった． 
 このようなことから，現状のままでは，近い将来ドラ

イバーがいなくなることが現実的に考えられるため，十

分な公的投資によりドライバーを確保することが必要で

ある． 
 次に，後者に関して述べる．非中心部かつ幹線路線沿

線を「境界地域」と呼ぶ．弥栄自治区周辺においては，

民間バスとデマンドタクシー等は「民業圧迫回避のため」

（ヒアリングより）に，路線競合しないよう設定されて

いる注 3)．すなわち，当該地域の住民は，自宅の軒下ま

で配車されるデマンドタクシーを利用することができず，

バス停まで歩かなければならない． 
 一方，図-7 のとおり，幹線路線といっても経営環境は

厳しく，今後の減便が予想される． 
 

 
図-7 バス幹線路線の経営環境 

ここで，今後の方向性への言及を確認すべく「第２次

浜田市地域公共交通再編計画」（2019年３月）をみると，

弥栄自治区の事業内容としては，「可能な限り，スクー

ルバスの一般混乗化を進めます」と例示されている．し

かし，当該計画は今ある交通サービスの効率化・合理化

が主眼となっており，確保すべき活動機会などの具体的

な上位目標が不明である注 4)．そのために，地域住民の

会合では，例えばデマンドタクシーの利用者アンケート

結果の解釈について，「デマンドタクシーのサービス水

準を向上させるべき」という意見が出る一方で，これに

対し，「単なるわがままではないか」というような反論

も巻き起こるなど，議論の錯綜がみられる状況である．

このような中，なし崩し的な減便が行われた場合，境界

地域の住民が交通難民化する可能性がある．したがって，

まず最低限保障すべき交通サービス水準を明確化するこ

とは，住民同士の議論をクリアにし，交通弱者を守る上

で重要と思われる． 
 最後に，「他の手段での代替可能性」としての仮説に

ついて検討した． 
 「交通支援を受ける」ことについては，受けられない，

あるいは受けたくないと思う住民が現に存在している．

また，上述のように将来的に交通支援を受けることが困

難になる住民が増加することが予想される． 
 「向こうから移動してもらう」ことについては，過疎

地域である弥栄自治区内においても，移動販売やアマゾ

ンなどのネット販売が活用できることが分かった．一方

で，訪問診療のために郊外部を往復すると，移動時間が

２時間かかるなど，診療所医師が１人体制の過疎地域に

あっては，訪問診療を全面的に活用することは困難であ

る． 
 「自力で移動する」ことへの問題点としては，電動四

輪等への運転の恐怖があること，冬期の移動が困難とな

ること，起伏上の運転や電池劣化に伴う電池切れの懸念

があること，無人自動運転サービスが当面モデル地域で

の実施にとどまることなどが挙げられる． 
 「移住する」ということについては，現に住み続けた

いと思う住民が存在する．竹川（2012）が過疎地域であ

る鳥取県八頭町独居高齢者 313名（有効回答数 264名）

を対象として定住意向を調査したところ，居住地域に関

係なく９割超の大多数が「住み続けたい」と回答し，そ

の理由として約７割が「慣れ親しんだ土地だから」を挙

げていた 19)．田邉（2004）も，経済的理由に加え，「先

祖伝来田畑を守るという精神的な充足感」が生活の便の

悪さを補うという，精神的要因をその理由として挙げて

いる 11)． 
(4) 結論と考察 
 以上の調査結果からは，次のようなことが理解できる．

すなわち，輸送市場が成立している都市圏ならば，当然

石見交通H29収支率（抜粋）
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にバス，タクシー，鉄道といった地域公共交通が発達し

ている．一方，輸送市場が限られた側面でしか成立して

いない過疎地域であっても，中心部であればコミュニテ

ィバス，デマンド交通，そしてこれらのドライバーがい

なくなったとしても，ボランティアによる輸送といった

ように，都市圏と比較すれば限定的ではあるが，一定の

地域公共交通が利用できる．しかし，過疎地域郊外部の

消滅寸前集落においては，将来的に上記ドライバーが不

在となった場合，他に担い手がおらず地域住民（ボラン

ティア）等によって地域公共交通を支えることは困難で

ある．また，非中心部かつ幹線路線沿線における境界地

域においては，バス停まで足がなく，進行するバス会社

路線撤退や便数減にさらされている．これを図示すると，

図-8のようになる． 
 

 
図-8 過疎地域を取り巻く地域公共交通の現状 

 
 上図のように，一言に過疎地域といっても，それは一

枚岩ではなく，特に赤で示すような地域を取り巻く状況

は厳しいものと考えられる．しかし，このような地域に

おける声は相対的に弱く，その存立は常に危うい．そう

した中で，確保すべき交通サービス水準を明確化すると

ともに，それを実現するために十分な公的投資を行うこ

とが，住民の生活や生命を守る上で必要であることは，

これまでに述べてきたとおりである． 
 
 
6. 不採算交通を最低限「どこまで守るか」を決

定する要因の特定（分析３） 
 
 これまでの分析から，PSOの理念や仕組みを参考とし

つつ，少なくとも不採算でも確保すべき最低限の交通サ

ービス水準を設定し，これを実現するための公的資金を

投じることが，住民の生活や生命を守る上で必要である

ことが，事例分析を通じて示唆されたといえる． 
 ここで，不採算でも確保すべき最低限の交通サービス

水準を決定するのは，ニードに客観性がある，通学，買

い物，預金引き出し，通院からなるセーフティネットと

しての交通であると考えられる．そして，その中でも他

の政策領域でカバーできない住民に関係する，買い物，

預金引き出し，通院を可能とする交通が当該サービス水

準を構成する． 
 ところで，買い物及び預金引き出しについては，通院

に付随して実施可能であること，買いだめ等により頻度

の可変性を有すること，また預金引き出しにあっては電

子マネーの利用が考えられることなどから，通院が不採

算でも確保すべき最低限の交通サービス水準を決定する

といえる． 
 
 
7. まとめ 
 本事例が全国的にも一般的なものであり，一定の普遍

性を有するとの仮定の下， 
① 交通サービス水準の以下のような２層化を提案し

た. 
(ア) セーフティネットとしての交通 
(イ) QOLの維持向上のための交通 

② 最低限，セーフティネットとしての交通は，その

サービス水準を明確化し，必要な公的投資を行わ

なければ，住民の生活を保障する上で困難が生じ

ることを明らかにした. 
③ 上記交通のサービス水準は，通院により規定され

ることを明らかにした. 
 以上のことから，我が国の地域公共交通における PSO
の理念や仕組みの有用性の一端が示唆された.   
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NOTES 
注1) 浜田市地域公共交通活性化協議会：第 2 次浜田市地

域公共交通再編計画，pp. 33，2019. 
注2) 青森県津軽地方の取組にみられる交通サービスのミ

ニマム水準は，協議会等の場における関係者間の熟

議の上の合意形成によって得られたものであり，言

い換えればその根拠は，地域の多数決の判断にある

といえる．その意味で当該水準は，福田（2005-b）
のいう「ローカル・ミニマム」に該当するとともに，

その論に基づくならば，それは「ナショナル・ミニ

マム」とは必ずしも一致しない． 
注3)  デマンドタクシーの運行区域は，弥栄自治区の全域

輸送市場成立（都市圏）
バス、タクシー、鉄道・・・

輸送市場不成立（過疎地域中心部）
コミュニティバス、デマンド交通、
ボランティアによる輸送

境界地域（都市郊外、地方都市）
進行するバス会社路線撤退・便数減
「バス停まで遠く、足がない・・・」

消滅寸前集落（過疎地域郊外部）
地域住民（ボランティア）で支えるのは困難
「取組の担い手がいない」
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を概ねカバーするものとなっている．一方，運行区

域から少し外れた主要道沿いの住民における交通手

段は，基本的に自家用車か，これが利用できない場

合には路線バスとなる． 
注4) 浜田市地域公共交通活性化協議会：第 2 次浜田市地

域公共交通再編計画，pp. 58-59，2019.  
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